
煙の逃げ道、塞いでませんか？
05．排煙窓が開かない状態、排煙オペレーターが見えない状態

不具合あり 正常

膨れ上がって迫ってくる煙を、
逃がす方法はちゃんとあるんです！

窓を開けるボタンやスイッチをポスターで隠すなんて・・・

排煙窓

排煙
オペレーター

排煙窓・
排煙オペレーター

２．火災に関係する事項

（９）排煙窓の機能確保

法令等が求めていること
【建基法点検告示】平成20年国土交通省告示第282号別表 五(27)～(29)
【官公法点検告示】平成20年国土交通省告示第1350号別表 五(14)(15)

排煙設備の設置の状況 建築基準法施行令第126条の2の規定に適合する。

排煙設備の作動の状況 排煙設備が作動する。

排煙口の維持保全の状況 排煙口が開閉する、及び物品により排煙に支障がない。

（７）排煙設備の設置を参照

排煙窓 手動開放装置

1 はじめに
国土交通省官庁営繕部では、『官庁施設の施設

管理者のための防災性能確保ガイドブック』（以下
「ガイドブック」という）を作成し、令和4年6月に
公表しています。本稿ではその目的や内容につい
てご紹介します。

2 ガイドブック作成の目的
多くの方々に利用される官庁施設は、常に安全

な施設でなくてはなりません。特に、災害時に応
急対策活動の拠点や近隣住民の避難場所等となる
施設では、必要とされる防災性能を常に維持して
いく必要があります。このため、官庁施設の施設
管理者は、自らの管理している施設に要求される
防災性能を把握し、発災時に必要とされる施設機
能が確保されるよう、普段から行動することが求
められます。
本ガイドブックは、建築の専門家ではないこと

の多い官庁施設の管理者を支援するため、国土交
通省営繕職員が実施してきた官庁施設への保全実
地指導によるこれまでの改善事例を踏まえ、官庁
施設の防災性能維持の観点から、施設管理者が災
害に備えるために“すべきこと”、“してはいけないこ

と”などをとりまとめています。建築分野の専門で
はない施設管理者にも手に取っていただけるよう、
イラストや写真を多用して解説しています（図1）。

3 ガイドブックの主な内容
本ガイドブックでは、官庁施設の防災性能が低

下する恐れがあると考えられる、次の3点に着目
しています。
・建物の損傷、腐食その他の劣化により、防災
性能が低下した状態

・関係法令等の改正により、防災性能が最新の
基準を満たしていない状態

・過去の模様替えや不適切な運用などにより、
意図せずに防災性能が低下した状態

第Ⅱ章では、これらに該当する状態のうち、特
に施設管理者に知っておいていただきたい「施設
の防災性能を低下させる12の状態」（図3）につい
てイラストで紹介しています。さらに、それぞれ
のケースごとに、
・放置したままだと災害時にどうなってしまうのか
・どのような施設管理がその状態を引き起こすのか
・その状態を是正する方法

などの主な留意事項をピックアップし、関連する

官庁施設の防災性能の低下を防ぐ！
―「官庁施設の施設管理者のための防災性能確保ガイドブック」について―

国土交通省 大臣官房官庁営繕部 計画課
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図1 第Ⅱ章の記載例（12の状態ごとの対応） 図2 第Ⅲ章の記載例（法令等が求めていること）
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建物の各部位や機器が持つ、防災上の役割や機能
とともに解説しています。そして、防災性能低下
を是正するためのチェックポイントについては、
簡易な対応策から修繕等を伴うものまでを、段階
ごとに費用の考え方とともに紹介しています。
第Ⅲ章は、地震・火災・水害などの災害の種類

ごとに、発災時に機能を発揮する部位・機器が関
連する法令につ
いて、条項番号
や内容を解説し
ています（図2）
（第Ⅱ章の各“状態”

に関連する第Ⅲ章

の法令条項番号等

も、第Ⅱ章で記載

しています）。
さらに、参考

として、本編で
例示した12の状
態を含む、防災
性能を低下させ
ると考えられる
80の状態を一覧
に整理し、その
うち建築物の既
存不適格に該当
する15の状態に
ついては根拠法
令の新旧対照表
を掲載するな
ど、詳細な解説
や具体的な根拠
などを知りたい
施設管理者の方
に向けた内容を
掲載していま
す。

4 おわりに
本ガイドブックは国土交通省のホームページに

全編が掲載されています。施設管理者が「知って
よかった！」と思わず膝を打つような内容となっ
ておりますので、是非ご一読下さい。
【ガイドブック掲載先URL（国土交通省ホームページ）】
https : //www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk3_000008.html

図3 施設の防災性能を低下させる12の状態

官庁施設の防災性能の低下を防ぐ！
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